
応急手当普及啓発用資器材借用フローチャート

講習実施予定有り

さいたま市認定の応急手当普及員である。

講習会場を管轄する消防署へ連絡する。

借用期間中に管轄消防署所において、
応急手当講習が予定されていない

借用期間が１週間以内である

消防署に配備されている
資器材数以内である
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借用不可

申請書を提出するとともに、普及員証を
持参して資器材を借用する。

講習実施 講習実施

借用資器材の返納及び報告書を
提出し、修了証等の交付を受ける。

借用資器材の返納及び報告書を
提出し、修了証等の交付を受ける。

申請書を提出するとともに、普及員証を
持参して資器材を借用する。

管轄消防署から借用 消防局に相談する。
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